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◆事業継承の認可について 

 建設業者が事業の全部の譲渡、譲受け、合併及び分割（以下、「事業承継」という。）を行う場合、あ

らかじめ当該事業承継について認可を受けることで、当該事業承継の日に、建設業者としての地位を承

継することができます。 

 また、建設業者が死亡した場合において、当該建設業者の相続人が被相続人の営んでいた建設業の全

部を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後３０日以内に認可の申請を行い、

認可を受けることで建設業者としての地位を承継することができます。 

 

 

①事業承継の事実が発生する前に申請し、認可を受けること。 

 相続以外の事業承継については、承継の事実が発生する前に、あらかじめ認可を受ける必要がありま

す。事前に建設業許可担当窓口にご相談いただいたうえで、事業承継の日の１か月前までに申請を行っ

てください。 

 

②事業承継後の許可業種について、承継先が許可の基準を満たしていること。 

 承継先の建設業者は、事業承継する建設業許可業種について、建設業許可の基準を有する必要があり

ます。 

 

③建設業の全部を事業承継すること。 

 許可を受けている建設業の全部を事業承継することとし、一部の許可のみの事業承継は認められませ

ん。 

 

④承継元と同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じであること。 

 一つの業者が同一の業種について一般建設業と特定建設業の許可を受けることはできません。承継元

と承継先が同じ業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じときに限り、許可の承継が可能

です。 
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◆申請書類等について 

 認可の申請書類等についてはＰ４からＰ６をご参照ください。 

必要部数を、主たる営業所の所在地を所管する県土整備事務所又は県土整備局に提出してください。 

なお、承継先の建設業者が国土交通大臣許可又は鳥取県以外の都道府県知事許可を受けている場合は、

承継後の建設業者の主たる営業所の所在地を所管する国土交通省各地方整備局に提出してください。（提

出部数は各地方整備局にお問い合わせください。） 

 

提出部数 ： 正本 １部、 副本３部 

 

 

◆申請手数料について 

 承継の認可申請については、手数料は不要です。 

 

 

◆許可の有効期間について 

 建設業者としての地位を承継した場合における承継許可等に係る許可の有効期間については、当該承

継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起

算（５年間）されます。 

 

 

◆許可番号について 

 承継人が使用する許可番号については、原則、承継元の許可番号を使用することとします。 

ただし、承継先が鳥取県知事許可を受けている建設業者である場合は、承継元と承継先の許可番号の

どちらを使用するか選択することができます。一度選択した許可番号は変更できません。 

 

 

◆認可後に提出する書類について 

 認可を受けて建設業としての地位を承継した建設業者は、次の表の期間内に同表に掲げる書類を提出

してください。 

承継人 期間 提出書類 

・譲受人 

・合併存続法人 

・分割承継法人（新設分割により

設立された法人を除く） 

・相続人 

当該承継の日から２週間以内 ・健康保険等の加入状況（様式第７

号の３） 

・健康保険等の加入状況の確認資料 

・合併により新設された法人 

・分割承継法人（新設分割により

設立された法人） 

当該承継の日から２週間以内 ・健康保険等の加入状況（様式第７

号の３） 

・健康保険等の加入状況の確認資料 

当該承継の日から３０日以内 ・登記事項証明書 

・営業の沿革（様式第２０号） 

・所属建設業団体（様式第２０号の

２） 
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◆承継の対象について 

 「建設業者としての地位を承継する」とは、法第３条の規定による建設業の許可（更新を含む。）を受

けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなりま

す。 

このため、建設業者としての地位の承継人は被承継人の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の

結果についても、当然に承継することとなります。一方、法４５第条から第５５条までに規定される罰

則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継

人という法人（個人）そのものに対して刑罰を科すものであるため、当該刑罰については、承継人に承

継されるものではありません。 
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建設業認可申請書類Ａ表紙 
 

商号又は名称：                      

 
 
●申請書類Ａ【４部（正本１部＋副本３部）】 

様 式 書  面  の  名  称 

申請区分 

備考 譲
受
け

譲
渡
・ 

合
併 

分
割 

相
続 

 申請書類Ａ表紙（本書）       

第 22 号の 5 譲渡及び譲受け認可申請書        

第 22 号の７ 合併認可申請書       

第 22 号の 8 分割認可申請書       

別紙一 役員等の一覧表 （法人）       

別紙二 営業所一覧表        

別紙三 営業所技術者一覧表      

第 22 号の 10 相続認可申請書       

別紙一 営業所一覧表        

別紙二 営業所技術者一覧表      

第２号 工事経歴書   □ 
□ 
※３ 

□ 
※３ 

□  

第３号 直前３年の各営業年度における工事施工金額 □ 
□ 
※３ 

□ 
※３ 

□  

第４号 使用人数      

第６号 誓約書   △ △ △ △  

第７号の３ 健康保険等の加入状況（※１）        

第 11 号 令第３条に規定する使用人の一覧表        

 定款 （法人） △ △ △   

第 15 号～ 財務諸表 （法人） □ 
□ 
※３ 

□ 
※３ 

  

第 18 号～ 財務諸表 （個人） □   □  

第 20 号 営業の沿革（※２）     
※３ 

 

※３ 

  

第 20 号の２ 所属建設業者団体（※２）   △ 
△ 
※３ 

△ 
※３ 

△  

第 20 号の３ 主要取引金融機関名   △ △ △ △  

 
銀行の融資証明、残高証明等（申請日からさかのぼって１月以内のもの。融資証

明については、有効期間内であれば１月以内のものでなくても可） 

※承継人の許可取得後 5年未満かつ直近の自己資本が 500万円未満の場合に必要 

△ △ △ △  

 

        :不要      

:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出であれば省略可能 

:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出のものから記載事項に変更がない場合省略可能 

 

※１：認可を受けた日から２週間以内に提出してください。 

※２：合併により新設される法人又は新設分割により設立された法人は、認可を受けた日から３０日以内に提出してください。 

※３：合併により新設される法人又は新設分割により設立される法人は添付不要です。 

 

 

□ 

△ 
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建設業認可申請書類Ｂ表紙 
商号又は名称：                      

●申請書類Ｂ【４部（正本１部＋副本３部）】 

様 式 書  面  の  名  称 

申請区分 

備考 譲

受

け

譲
渡
・ 

合
併 

分
割 

相
続 

 申請書類Ｂ表紙（本書）       

確認書類 

営業所の外観及び事務所内の写真 

※外観（建物全景、看板、入口等）及び内部（営業所実態が確認

できるもの） 

 △ △ △ △  

第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 規則 

第 7 条イ 

△ △ △ △ 
「様式第７号」

又は「様式第７

号の２」のいず

れか該当する

書類を提出す

ること。 

別紙 常勤役員等の略歴書 △ △ △ △ 

第７号の２ 

（第１～４面） 
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 

規則 

第 7 条ロ  

  

△ △ △ △ 

別紙１ 常勤役員等の略歴書 △ △ △ △ 

別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 △ △ △ △ 

確認書類 

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） （法人） △ △ △ △  

・所得証明書 

・確定申告書（写し） 

・建設業に関する契約書等（写し） 

※いずれも５年分。１年につき１件。 

（個人） △ △ △ △ 

 

常勤役員等を直接に補佐する者の業務経験の確認資料 第 7 条ロ △ △ △ △  

第８号 営業所技術者証明書（新規・変更）   △ △ △ △  

鳥１号 営業所技術者の略歴書   △ △ △ △ 
鳥取県独自様

式 

 資格証明書（合格証明書、免状等）  

△ △ △ △ 
該当するもの

を添付 
第９号 実務経験証明書  

 卒業証明（許可関連学科）＋実務経験証明書  

第 10 号 指導監督的実務経験証明書 （特定） △ △ △ △  

 資格証明書（合格証明書、免状等）  △ △ △ △  

第 12 号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書（注）   △ △ △ △  

 登記されていないことの証明書（申請日からさかのぼって３月以内のもの）（注） △ △ △ △  

 身分証明書（申請日からさかのぼって３月以内のもの）（注） △ △ △ △  

第 13 号 令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 △ △ △ △  

第 14 号 株主（出資者）調書 （法人） △ △ △   

確認書類 

登記事項証明書  △ 
△ 
※３ 

△ 
※３ 

△  

 「健康保険の加入状況」に関する確認書類 

健康保険 

厚生年金保険 

申請時直前の保険料の納入に係る領収証書又は納入証明書の写

し、若しくはこれに準ずる資料 
△ △ △ △  

雇用保険 

申請時直前の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれに

より申告した保険料の納入に係る領収証書の写し、若しくはこれ

らに準ずる資料 

△ △ △ △  

 『常勤役員等』『営業所技術者』の常勤性に関する確認書類（次のア～オのいずれか。上欄から優先） 

ア 
受付印等で日付の確認できる直近の標準報酬決定通知書、(70 歳以上の場合

は、)厚生年金保険 70 歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせ 

     

イ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は被保険者証 

ウ 住民税特別徴収税額通知書 

エ 所得税青色申告決算書（所得税収支内訳書）又は所得税確定申告書（個人） 

オ 自社による常勤証明＋出勤簿、賃金台帳（各直近３か月分） 

納税証明書（法人、個人共に事業税のもの）、又は納税情報の確認に関する同意

書 
□ 

□ 
※３ 

□ 
※３ 

□  

第 22 号の６ 誓約書      

第 22 号の 11 誓約書（※１）      
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譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等 

※新設分割の場合は分割計画書 
  

 
  

 

譲受及び譲受け又は合併若しくは分割に関する株主総会若しくは社員総会の決

議録等 

※譲渡（譲受）にあっては、譲渡人又は譲受人が法人である場合 

     

 合併の方法及び条件が記載された書類及び合併比率説明書      

 分割の方法及び条件が記載された書類及び分割比率説明書      

 申請者と被相続人との続柄を証する書類（戸籍謄本等）      

 
申請者以外に相続人がある場合、当該建設業を申請者が継続して営業することに

対する当該申請者以外の相続人の同意書（※２） 
     

       

（注）役員等のうち、「相談役」、「顧問」及び「株主等」については調書（様式第１２号）の「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印は不要です。 

 また、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」の提出についても不要です。 

  

        :不要      

:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出であれば省略可能 

:譲受人、合併存続法人、分割承継法人及び相続人が建設業許可業者である場合、既提出のものから記載事項に変更がない場合省略可能 

  

※１：適用事業所等に係る届出を提出していない場合に提出が必要です。 

※２：申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に、申請者以外のすべての 

  相続人が住所及び氏名を記載、押印した誓約書の提出が必要です。 

※３：合併により新設される法人又は新設分割により設立される法人は添付不要です。 

 

 

 

 

□ 

△ 

-6-



建設業認可の申請・問合せ窓口
主たる営業所の所在地により窓口が異なりますので注意してください。

担当窓口 主たる営業所が所在する市町村
鳥取県土整備事務所　
建設総務課

〒６８０－００６１
鳥取市立川町６－１７６

電話　０８５７－２０－３５９４
ＦＡＸ　０８５７－２０－３５９８

八頭県土整備事務所　
建設総務課

〒６８０－０４６１
八頭郡八頭町郡家１００

電話　０８５８－７２－３８５３
ＦＡＸ　０８５８－７２－３２４４

中部総合事務所県土整備局　
建設総務課

〒６８２－０８０２
倉吉市東巌城町２

電話　０８５８－２３－３２４３
ＦＡＸ　０８５８－２２－７８６３

西部総合事務所米子県土整備局　
建設総務課

〒６８３－００５４
米子市糀町１－１６０

電話　０８５９－３１－９７０４
ＦＡＸ　０８５９－３３－４１１０

西部総合事務所日野振興センター
日野県土整備局　建設総務課

〒６８９－４５０３
日野郡日野町根雨１４０－１

電話　０８５９－７２－２０２３
ＦＡＸ　０８５９－７２－１３９８

江府町、日野町、日南町

鳥取市、岩美町

八頭町、智頭町、若桜町

倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町、北栄
町

米子市、境港市、大山町、南部町、伯耆町、
日吉津村
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